
申込日 　申込日 　申込日 　申込日 　2012201220122012年年年年　 　　　 　　　 　　　 　　月月月月　　 　　　 　　　 　　　 　日日日日

●私は受講約款(裏面）を承諾の上、下記コースに申し込みます。

ふりがな

お名前     ㊞

ご住所
〒

最寄駅 線 　 駅

お電話番号 生年月日 　           年　　　　　　　月　　　　　　　日

携帯電話 PC E-mail

お勤め先/学校名 昼間連絡先

最終学歴

過去のＴＯＥＩＣ受験結果（あれば）　　　　（　　　　　　　　）点　　　　　（　　　　　　　）年　（　　　　　　　　）月

※ごごごご継続継続継続継続････復学復学復学復学のののの場合場合場合場合、前回の受講ｺｰｽ/講座名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　受講年度（　　　　　　年　　　　　月）

受講料 教材費

　□　実務翻訳準備科 　□ 月　18：45－21：15 □ 通信 140,000 5,000

　□ 月  14：20－16：50 □ 木  18：45－21：15

  □ 土  10：20－12：50　 □ 通信 150000 5000

  □ 土 （神戸教室）　9：30－12：00

　□　実務翻訳基礎２ (日英） 　□ 土　13：15－15：45 150,000 5,000

　□　技術翻訳１ 　□ 土　14：00－16：30　 155,000 5,000

　□　ＩＴ・産業翻訳１ (英日）   □ 土　10：20－12：50　 165,000 5,000

　□　メディカル翻訳初級 (英日） 　□ Ａ-土  15：30－18：00    □ Ｂ-水　18：45－21：15 160,000 5,000

　□　メディカル翻訳上級 (日英） 　□ 火　18：45－21：15        □ 土  16：15－18：45 165,000 5,000

　□　特許翻訳基礎 (和訳/英訳初級） 　□ 火　18：45－21：15        □ 土  10：00－12：30 160,000 5,000

　□　特許翻訳応用 (和訳/英訳上級） 　□ 土　16：15－18：45　　 165,000 5,000

　□　特許明細書英訳の方法（通信） 　□ 通信　（添削9回） 95,000 －

　□　特許通信文翻訳（通信） 　□ 通信　（添削10回） 100,000 －

※ ※ ※ ※ 新規新規新規新規ごごごご入学入学入学入学のののの場合場合場合場合、、、、上記上記上記上記のののの金額金額金額金額のほかにのほかにのほかにのほかに入学金入学金入学金入学金15151515,,,,000000000000円円円円をををを頂戴頂戴頂戴頂戴しますしますしますします。。。。
　　　　　　　　継続受講継続受講継続受講継続受講およびおよびおよびおよび３３３３年以内年以内年以内年以内のののの復学復学復学復学のののの場合場合場合場合、、、、入学金入学金入学金入学金はははは不要不要不要不要ですですですです。。。。

●●●●ごごごご希望希望希望希望のおのおのおのお支払方法支払方法支払方法支払方法ににににチェックチェックチェックチェックをををを入入入入れてれてれてれて下下下下さいさいさいさい。。。。
□□□□1111回払回払回払回払いいいい（　（　（　（　□□□□現金現金現金現金　　　　□VISA□VISA□VISA□VISA////Master Master Master Master カードカードカードカード　　　　□□□□銀行振込銀行振込銀行振込銀行振込みみみみ　）　）　）　）

□□□□分割分割分割分割3333回払回払回払回払い い い い ((((口座振替口座振替口座振替口座振替のみのみのみのみ）　＊）　＊）　＊）　＊分割料金分割料金分割料金分割料金についてはについてはについてはについては事務局事務局事務局事務局までおまでおまでおまでお問合問合問合問合せくださいせくださいせくださいせください。。。。

●●●●ＩＬＣＩＬＣＩＬＣＩＬＣをおをおをおをお知知知知りになったきっかけりになったきっかけりになったきっかけりになったきっかけ　　　　　　　　該当該当該当該当するものにするものにするものにするものに○○○○をつけてくださいをつけてくださいをつけてくださいをつけてください。。。。

《ＩＬＣ記入欄》       入力日：　　　　　／　　　　　／　　　　　受付日：　　　　　／　　　　　／　　　　　（担当者：　　  　　）

※ ※ ※ ※ コースコースコースコース内容及内容及内容及内容及びおびおびおびお支払金額支払金額支払金額支払金額のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ「「「「コースコースコースコース開講日及開講日及開講日及開講日及びびびび受講料受講料受講料受講料のごのごのごのご案内案内案内案内」」」」はははは、、、、3333月末月末月末月末にににに郵送郵送郵送郵送にておにておにておにてお送送送送りいたしますりいたしますりいたしますりいたします。。。。

曜 日 曜 日 曜 日 曜 日 ・ ・ ・ ・ 時 間時 間時 間時 間

　□　実務翻訳基礎１(英日）

受 講 受 講 受 講 受 講 コ ー スコ ー スコ ー スコ ー ス

●●●●受講希望講座受講希望講座受講希望講座受講希望講座ににににチェックチェックチェックチェックしてくださいしてくださいしてくださいしてください

学校名（　　　　　　　　　　　　　　　大学　/　短大　/　専門学校　/　その他　）　学部・学科名（　 　　　　　   　　 　　　　)

 2012 2012 2012 2012年春期 実務翻訳年春期 実務翻訳年春期 実務翻訳年春期 実務翻訳コースコースコースコース
受講申込書受講申込書受講申込書受講申込書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　★継続受講の方も必要事項をすべてすべてすべてすべてご記入、写真貼付の上、ご提出下さい。

ILC国際語学センターは個人情報保護法を遵守し、責任を持って頂いた情報を管理しています。

写真
（3.0×2.5ｃｍ）
（白黒またはカﾗー、
6ヶ月以内に撮影

したもの)

ＦＡＸ： ＦＡＸ： ＦＡＸ： ＦＡＸ： 06060606－－－－6245624562456245－－－－8562856285628562
　　　Ｆ　　　Ｆ　　　Ｆ　　　ＦAXAXAXAXにてごにてごにてごにてご提出提出提出提出のののの場合場合場合場合はははは、、、、後日後日後日後日、、、、必必必必ずずずず
　　　　　　　　　　　　原本原本原本原本のごのごのごのご提出提出提出提出をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。

・通訳者･翻訳者になる本　・通訳･翻訳ジャーナル　・産業翻訳の仕事を獲得する本　・医学･薬学の翻訳･通訳ガイドブック　・翻訳事典
・特許翻訳スーパーガイド　・翻訳･通訳仕事navi　・イングリッシュジャーナル　・その他の雑誌(　　　　　　　　　　　　　　　　　）
・新聞〔朝日･日経･その他（　　　　　　　）〕　・シティリビング　  ・インターネット〔Yahoo　･　Google　･　その他（　　　　　　　　　）〕
・Mixiコミュニティ　・知人紹介（　　　　　　　様）　 ・会社紹介    ・DM　  　・不明　　 ・その他（　　　　　　　　　　　）



第 1条（契約の成立） 

  受講者（以下甲という）は、受講申込書（以下申

込書という）の内容及び以下の条項を承諾の上、

ILC 国際語学センター（以下乙という）に対して

受講の申し込みを行うことで契約を締結したとみ

なします。 

 

第 2条（役務の提供及び対価の支払） 

1.乙は甲に対し、甲の学費納入を条件として、乙の

定める学習指導カリキュラムの中から、甲が選

択した申込書記載の内容の役務を提供します。 

2.甲は入学金及び授業料を申込書の定める方法に

より乙の指定する期日までに支払うこととしま

す。 

3.甲が受講を希望するクラスが授業開始日までに

定員に満たない場合は、クラスを開講しない場

合があります。但し、その場合は納入金（教材

に書き込み等の汚損がある場合は、教材費を除

く）の全額を返還することとします。 

 

第 3条（学習指導の実施場所） 

  乙は申込書記載の場所において学習指導を行いま

す。但し、やむを得ない事情がある場合には両者

合意の上、他の場所に移動することがあります。 

 

第 4条（学習指導期間と契約期間） 

  学習指導の契約期間は、受講案内に記載された期

間とします。期間経過後、甲が学習指導の継続を

希望する場合には、甲は、乙と学習指導に関する

契約を新たな文書（申込書）によって更新するも

のとします。尚、更新時には、更新料等は請求し

ないものとします。又、前払い金については、乙

は甲より徴収するに当たり、支払方法については

詳細を明示するものとし、1年分を限度とします。 

 

第 5条（開始日以前の解約（事前解約）） 

1.甲は以下の場合には契約を解除することができ

ます。この場合、乙は甲に解約手数料を請求せ

ず、全ての納入金を返還するものとします。 

(1) 甲が契約を締結した場合で、本契約書面の交

付日からその日を含む８日間以内。（但し、役

務提供期間２ヶ月超かつ契約総額５万円超の

場合に限る） 

(2) 甲の転居、甲及び家族の疾病、事故、不幸等、

甲の学習意欲に関係なく外部事情による理由

（証明書提出）で受講が不可能と認められた場

合であって、授業の開始日の前日までの間。 

2.前項１に該当しない場合は、書面により申し出る

ことにより、契約を解除できるものとします。

但し、この場合において、あらかじめ支払った

入学金は返還しないものとします。 

 

 

 

 

第 6条（事前解約の方法） 

1.前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨

を記載した書面を乙に提出することをもって行

います。 

2.前条１項（2）の場合は上記書面の他、転入届、

医師の診断書、事故証明書、死亡届等の証明書

も提出することとします。 

 

第 7条（事前解約における納入金の返還方法） 

  前条による事前解約が成立した時は、第５条によ

る金額を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で

速やかに返還するものとします。但し、振込手数

料は甲の負担とします。 

 

第 8条（中途解約及び解約手数料） 

  乙は甲より書面又は直接受付カウンターで開講後

の解約の申し出があった場合は、申出日をもって

契約を終了させるものとし、入学金と教材費を除

く未受講分の授業料から解約手数料を差し引いた

金額を甲が指定する銀行口座に振り込む方法で速

やかに返還するものとします。解約手数料とは、

未受講分の授業料の２０％（但し上限５万円）と

します。 

  カードによる支払いの場合は、支払い金額の５％

をカード支払手数料として返金額より差引きます。 

但し、振込手数料は甲の負担とし、転入届、医師

の診断書、事故証明書、死亡届等の証明書がある

場合はあわせて提出することとします。 

 

第９条（受講制限） 

  乙は以下のような場合、甲に対して受講の制限を

することができることとします。 

(1) 甲がインフルエンザなど伝染病にかかってい

ると思われる場合は、本人の意思に関らず授業

の参加を認めず、またその分の補講は実施しな

いこととします。 

(2) 飲酒等で通常の受講が困難と判断される場合、
本人の意思に関わらず、授業への参加を認めず、
またその分の補講は実施しないこととします。 

(3) 授業の進行を妨害するなど、目に余る態度が認

められた場合は、本人の意思に関らず、退学を

強制することがあります。また、この場合は入

学金、既習済授業料および教材費を除く、残り

の授業料を全額返金することとします。 

 

第 10条（附則） 

1.本約款に定める事項について、疑義が生じた場合、

その他約款に関して紛争が生じた場合は、両者

協議の上、解決するものとします。 

2.本約款に定めのない事項については、民法及び

その他の法令によるものとします。                        

ILC国際語学センター大阪校 受講約款 

2012-1 ILC国際語学センター 大阪校      


